
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 54 号 ２０１６年５月発行 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

  

 

7  ／ 
3  （日） 

開場 13：00 
開演 13：30～ 
上映 13：35～15：35 

無料（5/24(火) ９：00～ 
整理券配布） 

はなちゃんの 

みそ汁 
 

総合福祉センター ふれあい 

【あらすじ】 

乳がんを宣告された千恵を支えたのは、

夫・信吾と、千恵が命を懸けて出産した娘・

はな。しかし、家族三人の幸せな日々は長く

続かず、千恵は残り少ない命を覚悟します。 

千恵が、はなと信吾に遺したものは…… 

おいしくてあったかい、家族の物語です。 
 

名張市人権・男女共同参画推進室  TEL 0595-63-7559 
名張市男女共同参画センター     TEL 0595-63-5336 

ⓒ2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ 

みなさんに『男女共同参画』を身近に感じていただくため、三重県内市町と「フレンテみえ」が共同開催

している「三重県内男女共同参画連携映画祭」は、多くの皆さまに支えられ、10年目を迎えました。 

今年も 5つの男女共同参画センターと 22市町が連携し、県内 22会場で開催されます。 
センター・各市町上映作品 http://www.center-mie.or.jp/frente/event/sponsor/detail/7818 

名張市では、「はなちゃんのみそ汁」を上映します。 

日本中が涙した、ベストセラー実話エッセイの映画化作品です。皆様のご参加を心よりお待ちしています！ 

 ※ご参加には、整理券が必要となります。 

 

 

開催日 

3 ヶ月～未就学児 
申込：5/24～6/17 

先着 10 名程度 

託児 

三重県内男女共同参画連携映画祭２０１６ 

http://www.center-mie.or.jp/frente/event/sponsor/detail/7818


  

～全ての職員が能力を最大限に発揮して、ともにいきいきと活躍できる職場をめざして～ 

 

 名張市では、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成１８年３月に名張市行動計画を策

定し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう取組を進めてきました。 

平成２８年４月１日付けで「女性活躍推進法」が施行されたことに伴い、女性の活躍推進

に向けての取組を明らかにするとともに、実効性の高い取組を促すために、次世代育成支援

対策推進法での取組と合わせて、名張市特定事業主行動計画を策定しました。 

計画期間：平成 28 年 4月 1日～平成 33年 3月 31日（5年間） 

取組方針：計画の策定にあたり実施した職員アンケートの結果から、職場

の現状を把握し、そこから見えてくる課題について共通し改善

すべきものから、３つの基本方針と数値目標を設定し取り組ん

でいきます。 

「名張市特定事業主行動計画」を策定しました。 

詳しくはこちらから http://www.city.nabari.lg.jp/s005/110/000/220/20160428100136.html 

平成２８年４月、女性が仕事と子育てを両立できる環境づくりなどを目的

とする「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進

法）」が施行されました。 

～仕事と子育ての両立をめざして～ 

 「女性活躍推進法」が施行されました。 

詳しくはこちらから http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

女性活躍推進法では、

育児休業の取得率向上な

ど、男性の子育て参加促

進の取組を求めていま

す。家庭における男性の

家事・子育てなどへの参

加により、女性の負担を

減らすことで、ワーク・

ライフ・バランスの実現

にもつながります。 

この法律では、従業員が３０１人以上の企業や国、地方公共団体に対して女性の登用

を促し、女性比率などの現状を分析した上で、女性の活躍に向けた行動計画の策定と公

表を義務づけています。 

日本では、第１子出産を機に約６割の女性が離職するなど、仕事と子育ての両立が十

分進んでいません。その背景には、長時間労働を前提とする男性中心の働き方があると

言われています。 

http://www.city.nabari.lg.jp/s005/110/000/220/20160428100136.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


 

 

 

  

平成 28年度 三重県「男女がいきいきと働いている企業」を募集します。 

     募集期間：４月 1 日（金）～5 月 31 日（火）17 時必着 

 三重県では、男女がともに働きやすい職場環境づくりを目的に、企業等における仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）及び男女の雇用均等、女性の活躍支援並びに次世代育成支援などの自

主的な取組の推進を図るため、「男女がいきいきと働いている企業」表彰・認証制度を実施していま

す。企業のイメージアップや、優秀な人材の確保につながります。ぜひ、ご応募ください。 

 平成 27 年度「男女がいきいきと働いている企業」の認証を受けた 109 企業等の中から、知事表

彰選考委員会による審査を経て、下記の 4企業が受賞されました。 

 

 

 

 

 

☆名張市内の企業では、平成 27 年度株式会社アサヒが認証登録されました。 

                （認証登録期間は、2年 6か月です。） 

【三重県会議が重点とする活動】 

１.男女がいきいきと働き、ともに活躍する職場づくりを進める活動 

２.女性の能力・意欲を高める活動 

３.管理職やリーダー等の女性比率や女性人数、登用につながる女性の職域拡大、子育て中や子育て後

に再就業した女性への積極的な活躍支援など、実情に応じた具体的な目標設定と取組を促す活動 

会員企業・団体等 

251件 

（H28／2／9 現在） 

 

名張市加入団体 

・名張商工会議所 

・伊賀南部農業協同組合 

・NPO法人和嬉会愛 

   （医療・福祉） 

・名張市（行政） 

三重県では、女性の活躍・輝きで、県内経済及び地域の活力をより一層高めることをめざし、各企

業・団体等のトップのリーダーシップによる取組を見える化して広く女性の活躍推進の機運を醸成

し、女性が活躍できる環境整備を進めることを目的とし、女性の大活躍三重県会議を立ち上げました。

現在会員を募集しています。事業所やNPOの皆様、ぜひご参加ください。 

≪ベストプラクティス賞≫ 

株式会社 石吉組 

≪グッドプラクティス賞≫  ≪選 考 委 員 会 奨 励 賞≫ 

住友電装株式会社          三重交通株式会社 

                  株式会社 ZTV 

 

女性の大活躍三重県会議 

詳しくはこちらから http://www.pref.mie.lg.jp/katsuyaku/ 

詳しくはこちらから http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2015100410.htm 

 

http://www.pref.mie.lg.jp/katsuyaku/
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2015100410.htm


「 父 の 日 」 

 

 

 

 

 

女性のための相談 
毎月 第１・第３・第５ 木・金・土曜日 

午後２時～７時 
電話相談可 

予約優先 第２・第４ 水・木・金曜日 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後７時～９時 
電話相談可 

予約優先 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

 

名張市男女共同参画センター相談窓口 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台５番町１９番地               

Nabarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-

center/ 

 

名張市男女共同参画センター 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
人権相談 女性弁護士

10：00～15：00 による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

5 6 7 8 9 10 11
男性のための相談

19：00～21：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

12 13 14 15 16 17 18
メンタルヘルス相談

10：00～12：00

要予約・面談相談

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

19 20 21 22 23 24 25
人権相談

13：30～16：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00

26 27 28 29 30

メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

要予約・面談相談

女性のための相談

14：00～19：00

　●予約電話　６３－５３３６
　●相談直通電話　６３－５３４７

休 休

休休

休休

休 休

6 月の第 3 日曜日は、「父の日」です。始まりは、1909 年の

アメリカ・ワシントン州での出来事とされています。 

ソノラ・スマート・ドッドという女性は、母親の死後男手ひと

つで自分たち 6人兄弟を育てた父を讃え、父の誕生日である 6月

に礼拝をしてもらいました。母の日が始まっていた当時、ソノラ

は「父の日」もあるべきと考え、牧師教会へ嘆願します。これが

広まり、1966年、6月の第 3日曜日を「父の日」とする大統領

告示が発せられました。ソノラが「父の日」に白いバラを供えた

ことから、バラを贈るようになったと言われます。 

日本で一般に広く普及したのは、1980年代でした。 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

